
社会的養護関係施設第三者評価基準の取扱状況 平成25年5月10日現在（全社協調べ）

全国共通基準 独自基準 備　考

北海道 ○

青森県 ○

岩手県 ○  

宮城県 ○

秋田県 ○  

山形県 ○

福島県 ○  

茨城県 ○  

栃木県 ○  

群馬県 ○

埼玉県 ○

千葉県 ○  

東京都 ○

神奈川県 ○ 全国基準による第三者評価は平成25年度より実施する取り扱いとする

新潟県 ○

富山県 ○

石川県 ○  

福井県 ○ 　  

山梨県 ○

長野県 ○

岐阜県 ○

静岡県 ○ 　

愛知県 ○

三重県 ○

滋賀県 ○

京都府 ○

大阪府 ○

兵庫県 ○

奈良県 ○

和歌山県 ○

鳥取県 ○

島根県 　

岡山県 ○

広島県 ○ 当面の間、独自基準

山口県 ○  

徳島県 ○ 正式には、徳島県福祉サービス評価推進委員会に諮った上で決定

香川県 ○

愛媛県 ○

高知県 ○ 　

福岡県 ○

佐賀県 　
全国基準とする方向で検討中。さが福祉サービス評価等推進会議に諮った上で決定
予定。

長崎県 ○

熊本県 ○
正式には、熊本県福祉サービス第三者評価推進委員会に諮り決定。
なお、次年度は全国基準としつつ、別途項目追加予定。

大分県

宮崎県 ○

鹿児島県 ○

沖縄県 ○
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